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＊労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守している

＊女性の能力活用・男女共同参画
・企業の経営方針等に女性の活用や女性の採用にあたっての女性比率の目標を掲げている

・女性の管理職が増加してきている

・今まで女性が少なかった職務・部署への女性の配置に積極的に取り組んでいる

・男女均等な能力発揮を推進している

・職域拡大のための社員の知識・資格取得を支援する資格取得費用の補助、資格手当、資格受験に利用できる
休暇制度等がある

＊働きやすい職場環境づくり
・所定外労働の削減のための工夫を行っている

・年次有給休暇の計画的な取得推進のための工夫を行っている

・フレックスタイムや在宅勤務など柔軟な労働時間制度がある

・社内公募制や自己申告制により勤務時間や勤務地、担当業務等について従業員の希望を積極的に聞く制度が
ある

・セクハラ防止に関する方針を明確にし、従業員へ周知し、研修を実施している

＊「仕事」と「家庭」が両立できる職場環境づくり
・産前・産後休業期間が法律 (14週間 ) を上回っている

・育児休業を取得したものがいる

・介護休業の期間が法律（93日）を上回っている

・看護休暇の対象者を小学校就学後又は、休暇日数を1人あたり5日超に拡大している

・男性の育児休業取得を推進している

＊�女性のみを対象または女性優遇の取組は、男性労働者と比較して相当程度少ない場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働
者の割合が4割を下回っている状況）に限ること。

（認証要件）�

第�３条 知事は、次の要件をすべて満たす企業を「男女がいきいきと働いている企業」として認証するもの

とする。�

（１） 次に掲げるいずれかの項目について制度化や取組を行っていること�

ア 女性の能力活用に向けた取組

イ 仕事と家庭生活の両立支援づくりに向けた取組

ウ 男女が共に働きやすい職場環境づくりに向けた取組

（２） 法令に違反する重大な事実がないこと

（申請）

第�４条 前条の認証を受けようとする企業（以下「申請者」という。）は、「男女がいきいきと働いている企

業」認証申請書（様式第１号）、調査票及び認証基準を満たしていると証明される資料を知事が定める期間

内に提出するものとする。（…以下略）
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